仕　様　書

　行財政局管財契約部契約課
　（担当　梅原・佐藤　電話222-3311）
１．日時・体制
日　時  次の日のうちの１日（契約決定時に打ち合わせし、日時を確定。）
・令和８年１月２９日（木）
・令和８年２月　３日（火）
・令和８年２月　５日（木）
・令和８年２月１２日（木）

・令和８年２月１７日（火）
・令和８年２月１９日（木）
時　間　９：００～１４：００（予定）
　体　制　４ｔトラック　　　　　　　　　　１台
作業員　　　　　　　　　　　　　２名以上（運転手含む）
　　　　　　　　　　　　　

２．運搬業務　（市役所（分庁舎）【別紙１】　⇒　元向島南小学校【別紙２】）
内　　容　①市役所分庁舎
分庁舎地下２階の段ボールをトラックに積込み、元向島南小学校
へ移動する。（市職員１名～２名補助）
※別紙庁舎図(分庁舎１階)に示した庁舎内の駐車スペースに駐車
　
　　　　　　　②元向島南小学校
　　　　　　　　市役所分庁舎から運んできた段ボールを２階の所定位置に運ぶ。※階段を使用しての運搬となります。（市職員１名補助）
予定数量　　段ボール箱（文書入）　　　　　　　　　　　　　　　約１７０箱
※１　段ボール箱の数量は見込みであるため、多少変動します。
※２　段ボール箱寸法（mm）　幅約420×奥約320×高約270
※３　元向島南小学校にエレベーターはありません。
※４　元向島南小学校の建物内は土足厳禁のため、屋内用の靴を用意する、又は、靴カバーを着用する等の対応をお願いします。
※５　運搬用台車を２台貸与可能ですが、当日に１６時までに返却してください。（１２時～１３時を除く）
※６　分庁舎エレベーターを利用するため、エレベーターを損傷させないよう、
　　エレベーター、又は、段ボールを搬出する台車等を養生してください。
※７　作業完了後は、跡が残らないように養生を除去・回収してください。
※８　使用エレベーターは、２基（南側２基の内１基、北側１基）
　　　※別紙庁舎図を参照

※９　エレベーターについては庁舎利用者の使用を優先し、運搬してください。
※１０台車等を庁舎壁、柱、設備、庁舎利用者等にぶつけないように運搬作業をしてください。万が一、庁舎設備を破損させた場合、庁舎管理課等と協議のうえ現状復帰してください。
